
１０月３１日まで 

  傷害事故はゼロのままで頑張ろう！！ 

講習日間近！ 

              

        

 

 

 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連続無事故日数（９/1５現在） 

傷 害 事 故   ２９１日  

賠償責任事故   ８９日 

交通事故(車両)   ４３日 

(社）小郡大刀洗広域シルバー人材センター 

 安全就業委員会発行 
会員ニュース第６号 

(平成２２年９月) 

だケースも沢山あったと聞いています。残った作業は他の会員さん方が必死にカバーしてく

ださいました。これこそがシルバーのグループ就業の良さです。今後もチームワークで助け

合い、安全で事故のない就業をお願いします。 

平成２２年９月２３日（木）祝日 《 雨天中止 》 

        １４時～１６時   於：小郡自動車学校 

＊対象の方には、個別に案内（配分金明細書に同封）をお渡ししております。     

 

 

シルバーセーフティドライビングスクール 

 

期間中にヒヤリハット 1 人１件提出を！ 
 

 平成２２年１１月１５日（月） 

        １３時３０分～１６時   於：小郡自動車学校 

《募集人数》 １５名 （ただし、満６５歳以上のかた） 

《応募方法》 １０月１５日(金)までに、事務局へご連絡ください。 

 ＊申込者多数の場合は、抽選になります。定員に満たない場合は、日頃の就業内容等を考慮 

して、個別に事務局より参加要請をいたします。 

 ＊参加決定者には、詳細を別途ご案内します。 

※その他、ご不明
の点は事務局ま
でおたずねくだ
さい。  

バイク安全運転講習

 この夏は熱中症を経験された会員さんも多くいらっし

ゃったようです。皆さん健康管理はもちろんのこと、現

場での熱中症対策には相当神経を使われたことと思いま

す。昼休みを２時間とる、午前中で作業を終えるなど色々

と工夫をされているようでした。また、様子がおかしい

会員に作業を中止させ病院受診をすすめるなど、班長さ

んや一緒に就業した会員同士の気づかいが重症化を防い 

全国のシルバー人材センターでは交通事故が多発し、特に昨年度は交通事故による重篤事

故者数は過去最高となっております。当センターでも例外ではなく、これまでに大きな事故

が複数発生し、会員さんの交通事故対策に力を入れているところです。 

各安全運転講習会に対象者は必ず受講をして下さい。特にバイク、自転車を使用する会員

さんには、全会員にそれぞれの講習会の受講を義務付けております。（残念ながら自動車の講

習会のみ定員があります。）特別な理由なく講習会を欠席された場合、今後の就業の提供がで

きなくなります。特に前回欠席された方は、２回続けて欠席することのないようにしてくだ

さい。センターの安全取組みをご理解のうえ、１年に１回運転能力を確認できる貴重な場と

考え、ご自身の交通安全のためにご参加をお願いします。       

 

自動車安全運転講習会 

自転車安全運転講習会 
平成２２年１１月を予定。決定次第お知らせします。 

⇒ 次ページへ 

ＪＡＦの指導による技能講習です。 

（自家用車持込） 



８月号でのパトロール報告以降、３回で 

合計２０ヶ所のパトロールを実施し、以下のような指摘事項がありました。立派な作業をしている 

現場も沢山ありましたが、まだまだ安全意識が希薄だと言わざるを得ない状況でした。 

○ ヘルメットのあごひもをきちんと留めていない。（除草） 

○ 脚立の使用が可能な場所で木に登って剪定作業をしていた。（剪定） 

○ 足場の高さ２メートルを超える剪定作業や切下げをしていた。（剪定） 

○ 作業中の看板や安全コーンを使用していない。（刈払） 

○ 刈払機の飛散防止カバーがついていない。（刈払） 

○ ネットや板など石跳ね対策がなされていない。（刈払） 

 “ヘルメットのあごひも”については、休憩後の作業開始直後やまだヘルメットの着用に不慣れな

方に多く見られます。せっかく暑さに耐えて着用しているのに頭に乗せただけでは簡単に脱げてしま

い、肝心なときにその役目を果たせません。あごひもを留めなければ意味がないということを理解し

てください。 

市街地や道路沿いの刈払作業では、まだまだ石跳ね対策が甘く、ネット等を持参すらしていない

現場が複数ありました。注意をするとたいてい「刈る方向や回転数で配慮しているから大丈夫」だと

言われます。もちろんそれは大前提ですが、そのうえでさらに二重三重の安全対策としてネット等の

使用が必要です。刈払機は誰でも簡単に扱えますが、回転刃という凶器を持った仕事であることを

常に意識して作業にのぞんでください。今回のパトロール結果を受けて、本所刈払班、支所剪定班

では安全会議を招集し、今後の改善をお願いしております。 

 

❀ひき続き多くの方の報告を          お待ちしております❀ 
 

 

８､９月の安全パトロールより 

7/14 日には一帯が冠
水し、動けなくなった
車もあったそうです。 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脚が折れた三脚 

あなたのヒヤリが類似事故を無くす！ 

８月１９日（剪定） 

道路側生垣を三脚を
使用して剪定、場所を
移動するため三脚の際
下段まで降りたところ 
で三脚の片脚が折 
 れた。 
 

６月２４日（除草） 

  垣根のそばの草を 
取るためにしゃがんだ
時、小枝が眼鏡の間よ
りささって左目のすぐ下
にあたった。 
 

提出していただいたヒヤリハットを随時お知らせしていきます。 
 

６月９日（管理） 

自転車での就業途上に 
後方より車が来たので、左一
杯に寄って追い越しをさせ
た。少し右に出ようとハンド
ルを切った直後にもう１台の
車が続けて走行してきた。あ
わてて左に戻ろうとした 
ためあやうく左側の土手下 
に転落しそうになった。 
    

 目視による点検は行っておりましたが、亀裂を発見できて
いなかったため、剪定班では点検用のカラースプレーを
手配し、急きょ全ての脚立の点検を行いました。１本に亀
裂を見つけました。 
個人所有の脚立についても管理、点検をお願いします。 

８月１２日（剪定） 

モチの木の枝を切り
落としたときに、他の
会員が下を通り、もう
少しで枝が当りそう 
になった。 
 

宝満河の堤防道路。

稲吉堰附近でした。 

６月１６日（剪定） 

移動中にバリカンを 
落とし拾おうとして手を
伸ばした時に、バリ 
カンの刃に指先が触 
 れ切り傷を負った。 
 

６月２８日 

 急に大雨が降り道路
が冠水、やっとのこと
で軽自動車で通過し
た。大板井こぐま学園
から運動公園テニスコ
ートに向かう道路で。 
 


